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出 席 者 三害 （
＝
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せていただきます。

初めに，当協議会の志村会長が，ごあい

さつを申し上げます。

志村会長

総務局及び人事局の課長，室長，参事官
の皆様には，本日は，公務御多忙の中を全

国書協との座談会に御出席いただきまして，

誠にありがとうございます。 ．

‐ また，当局におかれましては， .平素から

書記官制度の充実,､書記官事務の在り方，

処遇の改善等々について多大な御尽力いた

だいており蛾ことに対し， この機会に厚
く感謝申し上げる次第です。

全国書協は，昭和36年8月に，書記官制

度の改善及び会員の品位，識見の高揚，会

最高裁判所側

総務局第一課長

同第二・第三課長

同制度調査室長
同 参事官
同 参事官

人事局給与課長

同 参事官
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胃：書記官協議会側
冒今

冒云 長 志村 宏 冒

冒副 会 長 金井繁二 二
． 二

言同 、伊藤秀城 三
目

：事務局長 ，田中 元 ’
三総務部長 鳥路季雄 I
冒

冒経理部長 輿石武裕 “
三，

量企画調査部長 佐藤良雄 胃
冒

冒編集部長小池新吉 冒
冒 ・ 三

冒書記官制度 §
言 冒
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鳥路総務部長
叶夕 j

本日は，お忙しい中を，全国裁判所書記

官協議会のために，時間を割いていただき
： ．

まして，ありがとうございます。

ただ今から，総務局・人事局各課長，制

度調査室長，参事官を囲む座談会を始めさ
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冒 ：；冒・

言 ’ 司法制度改革及び書記官事務につい ⑩書記官の着実な職務執行について；’

嘗 て 4書記官の給与上の諸問題について ：
畠 （1） 司法制度改革を巡る状況について (1)、書記官全体の処遇について

畠 （2） 司法制度改革と書記官事務との関 （2）級別定数の改定状況について ミ
胃 係について 5書記官の任用上の諸問題について 言

冒, 2 国家公務員制度改革及び書記官制度 （1）書記官の任用政策について 舅，
冒

冒！ ・

冒 について （2）再任用の実施状況等について 薑
堅

冒3書記官事務に関する最近の動向及び ！(3)産前･産後､育児休暇制度におけ冒
畠 書記官事務の在り方について る代替要員の確保について

畠 （'） '｢指針」の定着状況について 6書記官の研修等に関する諸問題につ冒
冒 （2）各種事件の増加と対応策等につい いて 冒信
畠 て （')・平成15年度の書記官研修の予定と：

二

言 （3）担保・執行法制の見直しに関する その内容について 冒

冒 最近の動向について （2）新設される裁判所職員総合研修所胃
冒 (4)倒産法制の見直しに関する最近の 〈仮称)の進捗状況と今後の研修計冒

冒
冒 動向について ． 画について
目 ・ 言
昌 （5） 民事訴訟法の改正に関する最近の 7裁判所の情報化について 冒
言

・ 昌

冒 動向について （1）裁判事務処理システムの導入状況冒

冒 （6）刑事裁判の充実.迅速化を巡る最 及び今後の予定について ：目
冒 昌

冒 近の動向等について （2） インターネットを利用した裁判所冒
冒 （7）裁判員制度の導入について の各種手続のオンライン化の検討状冒 （
： (8)家裁への人訴移管。簡裁の事物管 況について 冒

冒 轄の拡大に．ついて ．(3)情報化事務担当者の態勢の充実に冒

: (9j 家事及び少年事件の各書記官事務 ついて ：
言 の状況について
旨
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に， ･全国書協と当局との間において，長年

にわたる信頼関係が形成されて，今日まで
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座談会を続けてこられましたことを大変あ

りがたく思っております。
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Ｉ
全国書協としては， この座談会を設ける

に当たり..，本年2月に全国8高裁管内別の

支部交流会を開催しまして，取り上げてほ

しいテーマの希望を募ってまとめておりま

すが， この座談会に対する全国会員の関心

は大変高く,注目されている行事の一つと

言えます。

、今，正に司法制度改革を始め各種の制度

改革等が動いており“書記官を取り巻く環

の関係では,．ちょうど折り返し点に立った

と言えます｡

これまでの動きを振り返ってみますと，

昨年秋の臨時国会において法曹養成制度改

革に関連する法律が成立し，司法制度改革

の三本柱の一つである「人的基盤の拡充」

について，法科大学院を中核的な教育機関

とする新たな法曹養成制度が整備されるこ

ととなりました。今通常国会では，法科大

１
１

’
境も大きく変わる可能性が予測されますこ

とから，お伺いしたいテーマも盛り沢山で

大変恐縮に存じますが，どうぞよろしくお

願い申し上げます。

鳥路総務部長

．それでは，これからの進行は，当協議会

の佐蕗企画調査部長が担当しますので， よ

ろしくお願いいたします。

佐藤企画調査部長

企画調査部長の佐蕊でございます。よろ

しくお願いします。 ､早速ですが，お手元に

配布させていただきましたテーマの順に進

行させていただきます。

学院に裁判官及び検察官その他の一般職の

国家公務員を教員として派遣するための法

律（いわゆる教員派遣法）が成立し，法曹
養成制度の整備に向けた具体的な取組が本

格化していまず。このほか，裁判の迅速化

に関する法律案（迅速化法)，司法制度改

革のための裁判所法等の．－部を改正する.法

律案（一括法),民事訴訟法等の一部を改
正する法律案，人事訴訟法案などの司法制

度改革に関連する多数の法案が今通常国会
に提出され，現在，審議中です。

迅速化法は，民事・刑事の第一審の訴訟

手続について2年以内のできるだけ短い期

間内にこれを終局させることなどを目標と

するものですが，単に裁判を迅速化するこ

とを目的とするものではなく，審理を充実

させ，真に適正迅速な裁判を,実現すること

を目的としたものであることに留意しなけ

ればなりません。迅速化法が狙いとする対

象事件は,事件全般ではなく，マスコミに

報道されるたびに国民に裁判は遅いとの印

象を与えているような大規模事件，専門的

訴訟であります．。また，最高裁による迅速

化に関する検証は，今後，どのような観点

からどのような情報を集めるかといった点

が問題になってくることからしますと，的

確な分析を行うため統計，報告事務につい
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1 司法制度改革及び書記官事務にづ

いて
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（1）司法制度改革改革を巡る状況につい

て

佐藤企画調査部長・

司法制度改革推進本部及び最高裁の作業

の進捗状況についてお閉かせく渡さい9
鹿晏木第一課長

司法制度改革推進計画（平成14年3月

19日閣議決定）に基づく政府における司法

制度改革の検討は，司法制度改革推進本部

を中心に進められているところですが，推

進本部の設置期限（平成16年11月30日）と
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ても検討する必要があるものと思われます。

一括法の中には，弁護士が非常勤の形で

調停手続において裁判官と同様の役割を担

う調停官制度の導入を図ろものが含まれて

います。調停官は， 1週間に1日だけ裁判

所で執務すること'が予定されており，調停、

官との協働態勢を築いていくための工夫が

必要となります。また，一括法の中には，

簡裁の事物管轄を90万円から140万円に引

き上げる改正，少額訴訟の訴額の上限を

30万円から60万円に引き上げる改正も含ま

れています｡今後は，事物管轄の引き上げ

に伴う地裁との適正な事件の振り分けへの

配慮が必要となります。さらに，司法書士

が訴訟代理人として関与することになり，

その対応についても検討していく必要があ

ります。

推進本部では，

できた抜本的な改革が検討されています。

また，公的弁護に関する業務に加え，民事

法律扶助関連の業務や弁謹士過疎地域にお

けるリーガルサービス提供の業務などを取

り込んだ民刑一体型の制度の創設（｢司法

ネット］構想）に関する検討も進められて

います。いずれの課題も新たな制度の創設

につながるものであり，裁判所の事務へ与

える影響も大きいものがあることからする

と，今後の検討会の議論に注目する必要が

あります。

裁判所においては,､昨年'(平成14年） 3

月20日に策定した司法制度改革推進計画要

綱に基づき検討を進めています。その進ちょ

く･状況については， 4月14日に開催された

第10回顧問会議において説明を行ったとこ
L ・ ・

ろですが，詳細は,職員の皆さんに情報提

供すると.ともに，最高裁ホームページ

』

、

Ｉ
ﾏ可

1 』
一

推進計画に基づき，

平成16年通常国会

漁 への法案提出に向
けて裁判員制度の

導入を始めとする

刑事司法制度の改
『 可

」

革，民事司法制度一

鹿子木第一課長 の改革として，知

的財産権関係事件。労働関係事件への総合

的な対応強化，司法の行政に対するチェッ

（司法制度改革コーナー及びお知らせコー

ナー）にも掲載をしています.ので，参照し

てください。昨年末の取組として，例えば，

法曹養成制度の改革に関しては，新しい司

法修習の基本方針の策定等を調査審議する

委員会を設置する,同法修習委員会規則」
（5月1日施行）を，裁判官制度の改革に

ついては，裁判官の任命手続の見直しに関

して，その指名過程の透明性を高い，国民
の意見を反映させるための委員会を設置す
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ク機能の強化などの課題について，その制

度化に向け，急ピッチで検討を進めていま

す。とりわけ裁判員制度は,今後の刑事裁

判の在り方を決定する最も重要な課題であ

り，裁判員に実質的に審理に参加し'てもら

うための審理の見直しや国民の負担をでき

る限り軽減するための充実した争点整理や

集中的審理の実現など，裁判所が長年望ん

る「下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則」

（5月1日施行).，裁判所運営への国民参

加に関して裁判所以外の方々から多角的な

視点から率直かつ建設的な意見を提示して

いただくことを主眼とする「地方裁判所委

員会規則｣， 「家庭裁判所委員会規則」.（8

月1日施行）などが制定さ,れ，実施に向け

た準備が進められています。そのほか，今

I
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』

る‘と思われます。民事訴訟法の改正は計画

審理の推進等を内容とするものですが，書

記官は，裁判官との協働態勢の下で，期日

間準備等の審理充実事務による期日の充実
を通じた計画的な審理の進行への積極的関

与を実質的なも･の､とする必要があるととも

，に，今後は，当事者との協議の上定められ

た審理計画の進捗状況の具体的な管理方法

及び期日における結果等を，当事者に対し

て分かりやすく説明することも考慮した事

務について検討していくことが考えられる

でしょう。

家裁については,人訴が移管されますが，

こ・れまで地裁において.実践されてきた審理

充実事務,進行管理事務を，家裁における

人訴の審理の中で実践していくことになり，

家裁調査官との連携などを含め，進行管理

について書記官の果たすべき役割は大きく

なると言えます。また，書記官と家裁調査

官それぞれの職種の特殊性を活かすことが

できるよう，職務分担の見直しについても

検討していく必要があります。例えば，成

通常国会に提出された法案に関係する最高

裁判所規則の整錆も予定されています。
事務総局各局課においては，引き続き，

推進本部等と適切な連携を図りながら,司

法制度改革の計画的な推進を図りたいと考

えています。書記官始め職員には，今後も

推進本部の検討状況等,必要な情報は随時，

提供していきたいと考えています。

（2）司法制度改革と書記官事務との関係

について，

佐藤企画調査部長

司法制度改革が書記官事務に及ぼす影響

及び書記官事務の在り方等についてお聞か

せく.ださい。

鹿子木第一課長

今回の司法制度改革は， 21世紀の我が国

社会において司法に期待される役割を裁判

の充実・迅瑚ヒゥ専門性への対応，利用し

やすさなどと,した上， より一層国民の期待

に応える司法制度を構築するため，各種基

盤整備を進めることを目的としているもの

であり，書記官事務の有様も，このような

’
ド

I
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年後見関係事件，財産管理人選任等事件，

遺産分割事件,財産分与事件といった事件

は，書記官が中心となる処理態勢を組み得

ると考えられます｡

簡裁については,･簡裁の事物管轄の拡大，

少額訴訟の訴額の上限の引上げという改正

が行われます。当事者にとって身近で利用

しやすい裁判所という簡裁の果たすべき機

能を損ねることなく･，簡裁における審理の

充実を図っていく必要があります。現在も
I ・

事件の受付案内や少額訴訟における書記官

の果たす役割は重要ですが，少額訴訟のよ

うに，書記官がこれまでの経験や実鎮を踏

まえて効率的な事前準備事務を行うことで，

視点から考えていくべき問題であると思わ

れます。司法制度改革の現状については先

に述べましたが，現在国会において法案審

議が行われている制度改革を中心に書記官

事務への影響について説明します｡ ．

まず，迅速化法についてですが，民事.、

刑事の第一審訴訟手続を2年以内に終結す

るという目標が設定されることになります

が，充実した審理を維持しつつ，迅速化を

図っていくという観点から書記官の役割が

ますます重要になると思われます。 、

民事の関係については，今通常国会に民

事訴訟法，人事訴訟法の改正案な･どが提出

され，平成16年4月からは,実行段階に入

言炉■
列

、

■
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h

利用者から簡易で迅速な手続として高い評

価を受けているところです。また,司法書

士に簡裁の訴訟代理権が付与されることに

伴い,円滑な意思疎通を図りｽﾑｰズな審

理が行われるよう,今後は，効果的な事前

準備を十分に行い，その結果を裁判官と共

有し，より円滑で柔軟な訴訟手続が取られ

るような書記官事務というものが考えられ

るのではないでしょうかdまた，先に述べ

ましたように，身近で利用しやすいという

のが簡裁の最大の特長です｡したがって，
、 1 ．

簡裁と地裁との役割の違いに留意して，不

動産訴訟を始めとする複雑困難な事件は地

方裁判所に訴えを提起してもらうようにし

たりj裁量移送などにより適切な事件の振

り分けが必要となります。司法制度改革の

ための裁判所法等の一部を改正する法律案

に対する衆議院法務委員会の付帯決議にお

いても， この点に言及さねています。
刑事の関係では，現在，裁判員制度の具

体的な制度設計の検討が行われていますが，
具体的な制度の内容が書記官事務に与える

影響に応じ｝書記官事務の在り方について

も強討していきたいと考えています。
司法制度改革においては，ほかに知的財

産権関係事件，労働関係事件への総合的な

対応強化についても検討されていますが，

これらについても上記と同様の視点から検

公務員制度改革
且

関係に関し，最高

裁判所において行

っている検討の内

容等については，

これまで随時職員

にもお知らせして

きたところです。

F
1 ， 一言手毫蝿ツで‐1 ，L

一

J 1

当奮』
安浪給与課長 最高裁判所とし

ては，今後も引き続き，政府の制度改革の

スケジュール等の諸情勢をにらみつ.っ， よ

り高まる国民の司法に対する期待に対応す

るため.に,裁判所の使命である適正，迅速

な裁判を目指すことができる制度設計を行っ

ていきたい．と考えています。

なお,具体的な制度設計に当たっては，

裁判所の組織の特殊性や裁判所職員の職務

の特性を十分踏まえる必要があることは言

うまでもなく，中でも，書記官や家裁調査

官等といった裁判所独自の専門職種につい

ては，その職務の特性等に留意する必要が

あると考えていますので，その際には，率

直な御意見をいただきたいと考えています。

ｰ

I､_』

3 .書記官事務に関する最近の動向及
び書記官事務の在り方についてｲニ
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(1) 「指針」の定着状況について

佐藍企画調査部長

討が必要となると考えています。

’
既に発出済みの各指針について，その浸

透定着状況等についてお間かせく･ださい｡

中村第二・第三課長 、

（｢民事立会部における書記官事務の指針」

「モデル部の総括」及び「民事立会部にお

ける主任書記官の役割」について）

‘平成9年4月のモデル実験部開始から進

められてきた民事モデル部における取組は，

，江一一一泊 ､ 一画.

2国家公務員制度改革及び書記官制，

L壁2要一 一 一』
佐藤企画調査部長｜

国家公務員制度改革を巡る状況等につい

てお聞かせください。

安浪給与課長
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平成14年3月末をもって終了し， 1年間が

経過しま､した。民事モデル部における実践

状況を踏まえて，平成12年5月に発出した

「民事立会部における書記官事務の指針」

‐ （以下｢指針」というd)は既に約3年が

経過し，また，指針後のモデル部等におけ

る実践状況も踏まえ，その後の取組の在り

方等を示すものとし.て，平成14年6月に

「モデル部の総・括］（以下「総括」とい

う｡）を発出しました6指針及び総括に掲

げられた事務は，民事立会部の書記官の標

準的な事務として，その浸透，定着が継続

的に図られてきていますbさら'に，平成

14年12月には，総括の一環として，｢民事立

会部における主任･書記官の役割」（以下

「主任書記官の役割｣というb)を発出し,

民事立会部における書記官の役割の多様化

や書記官の構成の変化を踏まえ， ･書記官を

指導監督すべき立場にある主任書記官の役

割を明確にしたと.ころです。今後も，書記

官は，公証官としての役割を基本としつつ，

指針及び総括並びに主任書記官の役割に示

されている事務の有効性,-実践可能性にも

配慮しながら，民事訴訟法の趣旨に沿った

訴訟運営を支える審理充実事務に関する取

組を進めていただきたいと考えています。 、

計画審理の導入策を内容とする民事訴訟

&法改正や裁判の迅速化に関する法律等，司

法制度改革に関連する法改正等が着実に進

'められているところ，審理の迅速化と充実，

国民に利用しやすく分かりやすい透明な手

続を実現するためには，書記官が堅実な事

務処理の基盤に立って，裁判官との協働態

勢の下，民事訴訟法が目指している争点中

心型の訴訟運営に真に役立つ事務を行うこ

とによりj裁判体の事案解明行為に積極的

に関わ･り，貢献していくことが肝要です｡

具体的には，指針や総括に示されているよ

うに,公証官としての役割を基本としつつ，

争点整理手続を中心とずる審理過程に積極

的，主体的に関与し，当事者が提出した攻
撃防御方法及び相手方の反論やその後の証

拠調べによって証明すべき,事実はもちろん，

各期日における争点整理における到達点や

次回期日に向けた課された具体的な課題, ．

更に当事者との間で合意した審理計画やそ

の他計画的な進行を図る上で有益な事項を

争点整理手続調書に記載することによって，

争点整理手続の経過を的確に記録化するこ

とが求められています。・

これまでの取組

状況を見ると，裁L

l ._ 判官との協働態勢
・ ・・7， の下，書記官が期

． . Q 日間準備等を通じ

b て得た争点整理に
関する事実，情報

で‘ 、 蕨 を収集整理するこ・ ロB

中村第二・第三課長 とにより，争点整

理手続の充実に寄与し,･計画的な審理に適

切に結び付けているなど，指針及び総括に

掲げられた事務を効率的に処理している例

が見､られま．す。しかし，一方で,指針及び

総括についての正確な理解に基づかない取

組もま'だ見られ，争点整理期日に立ち会っ

てはいるものの，形式的に立ち会っている

にとどまり，その期日における内容が的確

に記録化･されていないなど，書記官の存在

が訴訟手続上見えないような取組状況も見

受けられます｡

迅速化法の成立や計画審理の導入といっ

た点か.らも分かるよう･に審理の充実と迅速

直
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､の双方を求めるニーズは高まっており，こ

のニーズに対応していくため･には，書記官

の期日間準備等によって得られ，整理され

た情報が争点中心型の訴訟運営を支え， ま

た,弁論準備手続期日に立ち会った場合は，
釈明事項,準備書面の提出期限,次回の準
備事項等はもちろん，裁判所と当事者間又

は当事者間における合意，計画的な審理に

役立つ事項等を記録化することによって，

円滑な期日間準備を支えつつ，公証事務を

的確に行うことが有効であることを個々の

書記官は認識していただきたいと思います。

以下，各庁における審理充実事務の実践

状況について，昨年の協畿会の結果等を踏

まえながら，概況をお話しします。

（フウ争点整理手続期日調書…

民事訴訟法の目指す争点中心型の訴訟運

営においては，争点整理手続期日において, ・

裁判所と当事者による争点を明確化する手

続が行われ，重要な間接事実や証拠を中心

と｜して忌揮のない議論が行われ, ‘争点や人

証によって証明する事実の絞り込みが行わ

れます。公証官である書記官は，裁判所と

当事者間において形成された共通認職や次

回期日までに課された検討課題を争点整理

手続調書に記録化することが，手続内容を

公証することはもちろん，適正な手続を担

保し，当事者との関係で手続の透明性を確

保することにつながるばかりでなぐり時機

に後れた攻撃防御方法のように失権効が問

題となる場面では重要な機能を有する場合

もあり，公証事務の中で重要な機能を果た

すことを改めて認識する必要があります。

また，控訴審の裁判官の立場からは，第一

審におげる審理経過が明確に記載されるこ
とにより，控訴審における審理計画等の参

考になると.いう意見があります。さらに，

書記官としても，提出された準備書面を読

み込み，争点整理手続期日に行われたこと

を盤理して記録化するという公証事務を行

､いつつ.，争点整理手続に実質的に関与する．

といった実効性のある審理充実事務を行っ

ていることになります。協議会･において報

告された争点整理手続調書は，最終の弁論

準備手続調書に争点を要約したものや要約

書面を添付したものが多かったのですが，

必ずしもそのようなも．のでばなく，期日を

重ねて徐々に争点が絞・り込まれていく過程

が記録されていくことが有効であると思い

ます。 ・

争点整理手続期日調書には前述のような

効用があり；その作成は今後書記官が特に

力を注いでいくべき事務であると考えられ

るものの,多くの庁では必ずしも的確な取

組が進んでいない状況がうかがわれるとこ

ろですが，裁判官と書記官とが一体となっ

て積極的に取り組んでいる部や庁もありま

．す。裁判官との協働態勢を前提に，次回期

日までの課題等や有用な事項について，書

記官が積極的に記録化を進めていくことも

一つの有効な取粗ではないかと考えていま

す。

． （ｲ）期日間準備

争点中心型の詳訟運営では,争点整理に

役立つような期日間準備が必要であり，特

に内容に踏み込んだ準備書面の点検や争点

整理に必要な整理書面の作成等の取組をよ

り充実させること，そして充実した期日が

行われた場合は，その結果を的確に記録化

することはもちろん，必要に応じて期日間

においで収集した情報についても適宜な方

法で記録化することが求められているもの

。･ 可
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と考えられます。

期日間準備については，特に訴訟代理人
を始めとする当事者等の協力が必要不可欠

ですがり作成した争点整理手続調書の写し
やプロセスカードを当事者に送付すること

によって，審理の充実，迅速化に効果を上
げている取粗例も増えていま．す。

（ｳ）整理書面の作成

整理書面の作成については;裁判官との

打合せ等を通じて，裁判体のニーズを寸分
に把握した上,事件類型や争点の内容に応
じて，時系列表や主張対比表など争点整理

に有益なものを作成することが肝要です｡

整理書面の作成の取組状況からはj要件
事実的な整理ではなく時系列表等でよい， ，
整理書面は図式化したものがよいという裁
判官からの意見や裁判官のニーズに応じた

ものを作成するように取組を改めたら，主
張対比表がほとんどになったという書記官
の意見があり，このような意見を参考1こし
て，裁判官の具体的なニーズを把握した上

で作成していただきたいと思います｡． ．
②供述録取事務

書記官が実質的に争点整理手続に関与し，
争点･を十分に把握することにより．，争点指
向性の高い要領調書がおのずと作成される
はずであり，要領調書は書記官の審理充実
事務の取組が結実する場面であると考えら
れま･す。要領調書の作成を通じて，事案や

争点を理解･把握する能力が高められ,そ
れに基づき更に有効な審理充実事務が行え

るようになる.ものであり．，要領調書の作成
は書記官の基本的事務であることを個々の

書記官は十分に理解していただきたいと思
います。

(｢刑事公判部,における書記官事務の指針」

について）

‐ 昨年5月に発出された『刑事公判部にお
ける書記官事務の指針」（以下「指針」と

いう｡）は,発出から1年が経過しました。

この間，指針の浸透定着の一環として，
昨年10月30日には，最高裁において，中央

協議会として｢刑事公判部充実強化協議会」
が開催されました。この協議会では，協議
員として高裁刑事首席書記官，地裁部患括
、判簿及び主任書記官に参加していただき,
目指すべき訴訟運営及びこれを支える書記

官の果たすべき役割について指針に記載さ
れている内容を確認し，主として自白事件
や中規模否認事件の事前準備,期日間準備
事務について， ･各庁における実践状況を踏

． ／

まえ，問題となる点の原因や克服策につい・

て協議したところです。また，昨年12月か

ら本年1月にかけては，中央協議会を受け
た形で，各高裁におし§て自主開催協議会を
開催していただきました。

そこで，これらの協議会の結果を踏まえ
ながら，概況をお話しします。

－ 1

的全般的な取組状況

本庁のみならず支部等においても，勉強・

会を開催するなど浸透定着に向けて積極的
に取り組んでいる庁もある一方で,本庁に「 ．。

おいても，弁護人の協力が得られないなど．

様々な事情のために書記官による審理充実
事務の実施に苦慮している庁もあります。
各庁問の取組状況にはばらつきがある｡，と
いう感がありますが， 「指針」の実践に当
たって何よりもまず必要なのは，書記官が
積極的かつ主体的に訴訟運営に関わってい

くという意識の醸成であろうと思われます。
司法制度改革審議会においては，新たな
準備手続の創設，裁判員制度の導入等が提

タ
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言され，これらの具体的な制度設計に向け

た検討が進められているところです。また，

国民の刑事裁判に対する充実・迅速化の要

請は大きいものがあります。「指針」に掲

げられた各事務を実践することは，この要

請にも応えることにもなりますので， この

観点からも，是非積極的な取組をしていた

だきたいと思います。

．以下に具体的な事務についてお話ししま

す。

㈹自白事件における審理充実事務

自白事件における審理充実事務について

は｡，ほ．とんどの庁で何ら･がの取組を実践し

ているようですが，個別具体的な事務ごと

に見ると，いまだ不十分な点もあるようで

す。自白事件であるから一回結審できるの

ではなく， 自白事件においても「必要十分

な事前準備事務等を行った結果，充実した

審理が行われ※一回結審できる」というこ

､と，そして，自白事件における審理充実事

務が，中規模否認事件における審理充実事

務の基礎となるということを再確認の上,

今後とも着実な実施に向けて取り組んでい

ただきたいと思います。

（鋤中･規模否認事件における審理充実

事務

自白事件における,審理充実事務と比較す

ると，中規模否認事件における審理充実事

務については，浸透定着がなかなか進まな

い状況にあるようです。確かに，小規模庁
等では,.実際に中規模否認事件が係属す．る

.ことはがほとんどない，などの事情がある

ものと思われます。しかし，中規模否認事

件における審理充実事務を行うためには,
書記官としても一定程度の知識や理解が必

要であり，これは一朝一夕に身につくもの

ではあ.りません。常日頃から定例ミーティ

ング等を通じて事件類型や否認態様に応じ

た訴訟進行の在り方や証拠調べの方法につ

いても理解を深めていくことが必要と思わ

れます。

③協働態勢の構築

書記官が指針の実践をするに当たっては，

あくまでも裁判官との協働態勢が構築され

ることが前提です。各庁ではマニュアルの

作成やミーティングの実施等を通じて協働

態勢の構築に努めているようですが，裁判

体の一股的審理方針についても共通認識を

持つ色とが不可欠です。その一般的審理方

針とは，第1回公判期日の指定時期，第1

回公判期日から証人尋問を実施するか否か
、 〉 ．

等の基本的，形式的な方針はもとより，事

件類型や否認態様に応じた証拠調べの方法

や順序に関する訴訟進行に関する具体的，

実質的な事項にまで踏み込んだ方針まで裁

判体と認識を共有していただきたいと思い

ます。そして，再び事前準備事務に対する

取組を形骸化させないため，裁判官との協

働態勢を継続し冠信頼関係を積み重ね， よ

り分かりやすく,‘よ蝿正迅速な刑事裁判
■ 7 シ

の実現という国民の期待と信頼に応えられ

る刑事書記官像を確立していただきたいと

思います。

（｢家裁における書記官事務の指針」につ

いて） /

最高裁判所事務総局では，本年4;月に

［家裁における書記官事務の指針」（家事

編及び少年編）の冊子を各庁の裁判官，書

記官,家裁調査官等に配布したところ･です。

本指針はi書記官がより適正迅速な審判又

は調停手続の実現に寄与するための標準的

な書記官事務を具体化したものです。
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本指針の家事編では，家事相談，受仇

遺産分割事件，家事調停事件のほか,･類型

的な処理になじみやすい甲類審判事件及び
財産管理人選任事件の書記官事務について

指針が示されており，家事事件における書
記官と家裁調査官の役割分担や連携につい

．て検討する場合の参考となるので，十分活
用していただきたいと思います。

特に遺産分割事件は，物を分けることを

目的とする手続であり，書記官が有する法
律知識を活用して処理することが可能であ

ることから，書記官が主体となって事件処

理を行っていくこどが適正迅速な紛争解決

のために不可欠であると考えています。

本指針の少年潟では， 日常的な事務処理

及び複雑な事件等における事務処理の在り

方について，法的調査や進行管理事務を中

心に事務の効率化に有効と考えられる方策
や裁判官や家裁調査官との:連携に関する方

策等を盛り込んでいるので, ‘十分活用してネ
いただきたいと思います。

なお，指針の浸透定着方策として睡本

年12月に高裁ブロックによる協議会を開催

解決に取り組んでいくという指針が目指し

ている方向性，運用を実務に定着させ，簡
裁をより充実さぜるための方策や工夫例な

どについて,御協議いただいたどころです。

この中で，各庁からは，指針に示した,

事案に見合った適切な審理時間の設定を実
践することによって効率的な期日の運用が

できるようになった例や，受付担当者と事

件担当者との間の情報伝達が効果的に実践

､できていること，少額訴訟のノウハウを活

用した準少額訴訟の取組，そして，それら

の事案の蓄積が適切に組織内でフィードバッ

クされて， より実践的で効果的な事務処理

につなげられているといった報告がなされ
ています。

簡裁については,現在,事物管轄の拡大
や少額訴訟の訴額の上限引上げのための法
改正が国会審議中であるなど,今後ますま
す国民に身近な裁判所として充実を図って

いく必要性が高い状況にあります。今後，

簡易な事件を迅速に処理するという簡裁の

果たすべき役割を崩すことなく，今日の法、

改正に円滑に対応していくためには，指針

色
■
■
■
工
Ｐ
Ｆ
里
■
■
‐
ｄ
Ｇ
■
９
Ｆ
■
ｑ
４
沮
回
日
１
１
日
目
間
詞
Ⅱ
。
■
■
凸

呈
８
６
■
■
傍
７
よ
■
ｒ
＆
一
口
２
口
■
●
ｙ
＆

■

’
Ｉ

ｉ

ｈ
Ｐ
４
Ｑ
７
ｔ
Ｆ
『
ｉ
ｆ
↓
０

ﾛ

り
ら
■
８
↑
０
口
呵
小
‘

！

’

1

1

し，主に家事事件のう,ち遺産分割事件を中

心として協議を行う予定です。

<r簡裁における書記官事務の指針jにつ
いて）

昨年5月に発出された｢簡裁における書
記官事務の指針」（以下｢指針jという｡）
は，発出から1年が経過しました。

この間，指針の浸透定着の一環として，

昨年9月から本年1月にかけて'各高裁に
おいて自主開催協議会を開催していただき

ました。その際には,少額訴訟事件を始め

とする一般市民間の訴訟事件や調停事件に
ついて,識判所が積極的かつ後見的に紛争

に示された様々な事務処理の工夫の実践と，

裁判官との協勧態勢を基礎とした，‘事件進

行の~｢推進力」としての書記官の役割がま
すます重要となってきます。これらの点に

‐留意して,より一層広く本指針に沿った運

一用を定着させていただきたいと思います。

(2)各種事件の増加と対応策等について
佐藤企画調査部長

執行，倒産，成年後見特定調停等各種

事件の増加に対処するための人的手当てを

含めた対策をお聞かせください。また，家

裁,簡裁への人的壬当てを含めてお聞かせ
ください。
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イ

中村第二・第三課長

御承知のとおり，バブル経済の崩壊以降，

大都市部の裁判所を中心に民事執行事件の

増加傾向が続いており，不動産執行事件に

ついて見ますと，新受事件数はう平成10

年をピークに若干減少したものの，平成

14年には再び増加し,約7万8千件となり，

平成3年の約1.8倍と依然として高原状態

増加し，平成14年は約22万4千件とj新受

事件数とほぼ同数となりました。この結果，

平成10年には約6万7千件と急増した未済

事件数も，平成14年は約5万5千件となっ

ています。 ‘

倒産事件については， 自然人の自己破産

の増加に加え，平成9年ころから大規模な

企業倒産事件が増加しつつあり，倒産事件

にあり薑す。未済事件数は平成3年には約

6万件であったものが，平成10年には約

12万9千件と約2.2倍にまで増加しました

が，各庁の努力によって，平成14年の未済

事件数は約8万件と，前年に引き続き未済

事件数を減少させることができました。

今後も，企業倒産事件の増加や，金融機

関等による不良償権処理の動向いかんによっ

ては，新受事件数の増加も予想されるとこ

ろ･であり，事件動向は予断を許さない状況

です．。

また，平成13年6月に内閣に提出された

司法制度改革審議会の意見害にお'いても，
権利実現の実効性の確保という観点から，

民事執行制度の強化が提言されており，我

が国経済の再生の基盤として，国民の執行

事件処理に対する関心と期待は， ますます
大きく，かつ厳しくなっています。これを

受げて，制度面においても，本年3月には，

「担保物件及び民事執行制度の改善のため

の民法等の一部を改正する法律案｣が国会
に提出されているところです。 ・

一方，倒産事件のうち最も事件数の多い

破産事件について見てみますと，景気の低

迷に伴って事件の急増が見られ， ､平成14

年の新受事件数は約22万4千件となり,平
成7年との比較では約4J8倍となりました

が,各庁の努力によって，既済事件数も年々

処理の在り方が景気対策に関わる課題であ

るという･見方がされていることから，急激

に増加した倒産事件の処理が滞れば，裁判

所全体の姿勢が問われることにもなりかね

ません。制度面においては，会社更生手続

について，改正会社更生法が昨年12月に成
（

立じ,本年4月から施行されたところであ

り，また，破産法についても， ･法制審議会

倒産法部会で改正の審議が続けられていま

す。

簡裁においては，刑事訴訟事件は増加し

ているもののf､刑事事件全体では減少傾向
にあります。他方，民事事件は，調停事件

の新受事件数が》平成14年は約48万8千件

と増加を続けており，その85パーセント程

度を占める特定調停事件の新受事件数は，

平成14年は約41万7千件となりました。ま

たj家裁においては，少年事件は長期的に

増加を続けジ平成14年には新受事件数が約

63万8千件となもており，家裁全体の事件

としても増加傾向にあり．ます°導入されて

3年が経過した改正成年後見制度関係事件

の申立てもゥ年々増加しており，平成14

年度(平成14年4月から平成15年3月まで）

は，旧制度（平成11年4月か~ら平成12年,3

月）の4倍を超える申立てがありました。

こうした状況に適切に対処するため， ま

【‐

ノ

’

’
1

グ

'1
，1

壁
三

1

1
1

■
Ｔ
１
Ｌ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
Ｉ
ｆ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｂ
６
Ｄ
ｉ
Ｋ
Ｉ
ｌ
ｂ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｂ
ｒ
Ｉ
ｌ

’
ノ

ー

、

－－－－ －‐ 一一一.－

1

■

幸

一一一

’



、

－
１
１

０

上

△

▼

・

冊

一年

I

14特集／最高裁総務局・人事局との座議会
書協会報・163号

ず,不動産執行事件については，事務分配 について･も，繁忙な庁の家事部門を中心に
の見直し'集約方式の導入,執行官及び評 書記官,家裁調査倉の増員を行ったところ
価人候補者の増員等による事務処理態勢の です。

強化'事務処理方法の改善，市場のニーズ 以上のように，事務処理態勢の整備。充
に合った最低売却価額の決定やインターネッ 実，事務処理方法の改善及びIT化による
卜の利用等による売却率の向上,‘更には事 事務の効率化とともに，人的手当てによる
件処理システムの導入など，種々の実効的 執務態勢の更なる充実強化を図ることによ
な方策が執られているところです。倒産事 り，増加する新受事件や今なお滞留してい
件についても，不動産執行事件と同様に， る未済事件の処理に全力を挙げているとこ
事務処理態勢の整備,､充実及び管財事件， ろですが,今後の事件動向についても十分
同時廃止事件の各々に応じた事務処理方法 な注意を払い，更に事件数が急増するよう
の改善が図られています｡また, IT化に な事態になれば，必要に応じて的確な対応
よる事務の効率化も推進してきています｡ を検討していきたい､と．考え'ています。
特定調停事件については，手続説明上の各 ， （3）担保．執行法制の見直しに関する最
種工夫，定型申立書の工夫，調停委員との ， 近の動向について
連携など，各庁において種々の方策が執ら 佐藤企画調査部長

れており，成年後見事件にづいても，書記 担保．執行法制の見直しについて，平成
官と家裁調査官の事務分担,連携の在り方 ’4年9月，書協から提言を提出した（会報
の見直し，監督事務の省力化，効率化のた 160号55頁以下）ところですが,その後の
めの事務改善等によ.り効率的処理を図づて 進行状況についてお聞かせください。
いるところです。 、 松尾参事官

さらに’こうした事務処理態勢の整備等 担保"執行法制の見直しについては,今
に加え，執行，倒産部門については，人的 国会に法案が提出され，現在審議中です。
態勢の充実強化を図るため，職員配置の見 主な改正事項としては，てき除制度の見直
直しはもとより，事件が急増した庁に対す しや制度の廃止を含む短期賃貸借制度の見

ノ

る必要な人的手当てとして，平成'5年度も 直し等を中心とする担保法制の見直し， ま
昨年度に引き続き，大都市周辺部の裁判所 た，競売不動産の内覧，強制管理手続と同
など事件増が顕著な庁を中心として，書記 様な担保不動産収益執行手続の創設,財産
官の大幅な増配置を行うとともに，外部へ 開示手続の創設などです。
の委託が可能な業務については外部委託を 民事執行手続においては，書記官が手錠
実施し･たとこ･ろです。 進行に主体的・稜極的に関与し, .執行手続
簡裁への人的手当てとしては，これまで の適正迅速かつ円滑な運営を支えてきたも
も，毎年，繁忙な簡裁を中心に，書記官等 のと考えられます。ところで，景気の長期
の増配置を図ってきたところであり，本年，的低迷を受けて，金融機関の不良債権処理
4月にも大都市部を中心とした繁忙な簡裁 は“引き続き社会経済における喫緊の課題
に大幅な増配置を行いました。'また,､家裁 とされi民事執行手続の迅速な処理が厳し
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く求められており，

裁判所においても，

適正迅速な事件処

理を図ってきてい

る状況にあります。
k

そのよう'な状況のユ

n f!踊鯆に．
＝ L

可

可司 』・ 恩
司と ける裁判所書記官

松尾参事官 の役割の拡大につ

いて，昨年の法制審議会担保・執行法制部

会において協議されたところ、基本的な方
向性については，おおむね異論は出なかっ

たと聞いているものの，時間的な制約もあ

り，検討が継続されることとなり．ました。

今年4月から'は，新たな民事訴訟・民事執

行法部会において，民事執行手続を一層適

正かつ迅速なものとすることにより円滑な

権利の実現を図るため，執行制度の根幹に

関わる最低売却価額制度の見直しに加え，

民事執行手続における裁判官と書記官の役

割分担の見直し等が議論されているところ

です。法制審議会民事訴訟・民事執行法部

会における今後の検討状況をにらみつつ，

書記官が執行事件において実際上重要な役

割を果たしていることにかんがみ； より良

い制度ができるように努めたいと考えてい

ます。 ．

（4）倒産法制の見直しに関する最近の動

向について

佐藤企画調査部長

倒産法制の見直しにつ･いても，平成14

年12月，書協から提言を提出しました

（会報161号17頁以下）が，その後の進行

状況についでお聞かせください。

松尾参事官

破産事件の新受件数は，長引く経済不況

の影響から平成14年度は22万件を超え，破

産事件の処理について.も，適正さを保持し

つつ，更に迅速かつ柔軟な対応が求められ

ていますb執行事件と同様，破産事件にお

いても）書記官が，同廃事件はもちろん管

財事件についても，相当程度主体的に手統、

に関与してきたという実績が定着してきて

いる状況にあります。

そのような状況の中，平成13年5月から

法制審議会倒産法部会において，破産手続

及び倒産実体法の技討が続けられており，
平成14年10月には［破産法等の見直しに閲

する中間試案」が公表された上，一般及び

関係各界に対し意見照会がされました。中

間試案においては；民事再生法において書

記官の役割とされた事項のみならず，破産

の申立書に対する補正を命ずる処分，特別

調査の費用の予納を求め．る処分，債権表の

更正処分,最後配当の許可等が盛り込まれ

ており,､現在，倒産法部会において，その

中間試案に対す､る意見等を踏まえて，法案

の取りまとめが行われており，今秋の国会

への法案の提出に向けて精力的に審議が行

われているところです。 、

法制審議会倒産法部会における今後の検，

討状況をにらみつつ，破産事件の迅速・適

正な処理のために,､書記官として何ができ

るかを検討し， より良い制度ができるよう

に努めたいと考えています。

なお，会社更生法の改正は，昨年秋の臨

時国会で改正法案が成立し，平成15年,4月

1日から施行されたところです。

(5)民事訴訟法の改正に関する最近の動

向について
ノ .

佐藤企画調査部長

民事訴訟法について，どのような点につ
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いての．改正作業が進められているのかお聞

かせください。

松尾参事官．

．改正項目は多岐にわたりますが,第一に，
、， 、

拡充された訴え提起前における証拠収集手

続や専門委員制度といった新たな制・度の導

入が挙げられます。すなわち，民事裁判の

充実･迅速化を実現するため,訴え提起前
において，文書送付の嘱託や執行官による

現況調査ができるようにするとともに，ま

た，医事関係事件や建築関係事件など専門

的な知見が必要となる事件の充実した迅速

な審理を図るため，裁判所の知見を補うた

め訴訟のすべての段階で専門家が関与で‘き
るようにするものです。その他改正事項と

しては，複雑な訴訟に関する計画審理の推

進や円滑な鑑定を行うための鑑定手続の改

成14年10月，書協から提言を提出した

（会報161号3頁以下） ・ところですが,‘そ

の後の進行状況についてお聞かせください。

‐中村第二・第三課長

昨年12月2日､，司法制度改革推進本部顧

問会議において，裁判における手続の迅速

化に関する法曹三者の意見聴取が行われ，

最高裁判所もプレゼ．ンテーションを行い，

第一審訴訟事件の現状や長期化の原因など

を述べた上で「適正で迅速な裁判を実現す

ることは司法の使命であり， 『民事・刑事

の訴訟手続について2年以内に第一審にお

ける手続を終局させる』との目標は，国民

の視点からこれを具体的に述べたものであ

り，裁判所は， この目標の実現に向けて一

層努力したい｡」とし，実現のための方策

として，①司法制度の基鯉強化，②司法制

度に関する基本的な枠組みの見直し，③訴

訟手続等の見直しを柱とする意見を述べま

した。

1

■
I

q

I

’

善，知的財産権関係事件への対応を強化す

るための「特許権及び実用新案権等に関す

る訴えの管轄が第一審は東京地方裁判所又

は大阪地方裁判所に〉控訴審は東京高等裁

判所に専属化」などがあります｡、

また, ､平成,5年度の法制審識会民事訴訟
。 I

民事執行部会においては，インターネット

を利用して支払督促の申立てをすることが

できる等の督促手続のオンライン化，刑事

事件関係書類等に対する文書提出命令関係

（民事訴訟法第220条4号ホ「刑事関係に

係る訴訟に関する書類若しくは少年保護事

件の記録又はこれらにおいて押収されてい

る文書」等の改正について）等が審議され

ています。

（6）刑事裁判の充実・迅速化を巡る最近

の動向等について

佐藤企画調査部長

刑事裁判の充実・迅速化についても，平

その後，本年3月14日に「裁判の迅速化

に関する法律案｣が今通常国会に提出され,

5月13日衆議院修正議決され,｜現在，参議

院で審議中です。

この法律案は， 「裁判の迅速化に関し，

その趣旨，国の責務その他の基本となる事

項を定めるこ．とにより，第一審の訴訟手続

を始めとする裁判所における手続全体の一

層の迅速化を図り， もって国民の期待にこ

たえる司法制度の実現に資することを目的」

とし， 「第一審の訴訟手続については2年
以内のできるだけ短い期間内に終局させ」

ノ ，

ることを目標とするとしています。また，

「最高裁判所は，裁判の迅速化を推進する

ため必要な事項を明らかにするため，裁判

所における手続に要した期間の状況,､そ‘の
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長期化の原因その他必要な事項についての

調査及び分析を通じて，裁判の迅速化に係

る総合的,客観的かつ多角的な検証を行い，

.その結果を2年ごとに，国民に明らかにす

るため公表するもの｣.とされており，この

検証を通じて長期化の原因分折とそれぞれ

の原因に対応する適切な方策が浮き彫り･と

なってくることが期待されます。

このように,長期化の原因等の調査分析

,は今後の検証作業にゆだねられていますが，

現時点のデータについてお話しすると，概

数ではありますが，平成14年度の地方裁判

所刑事通常第一審訴訟事件において審理期

間2年を超えた事件は全既済人員の約0.3

パーセントとなっており，長期的に見ると

相当程度減少してきています。しかし， こ

の中には，重大事件，社会的関心の高い事

件が少なか･らず含まれているため，数.とし

ては少ないものの裁判は遅いという印象を

国民に与えていることは否定じ難いでしよ
． ！

う。長期化の原因はj開廷（期日）間隔の

長さ，証拠調べ期日を始めとする開廷

（期日）回数の多さなどが複合的に重なっ

ていることが多いようです。このような状

況を踏まえ，審理の充実・迅速化を図るた

めには，例えば，第1回公判期日の前から

の十分塵蒙点整理,甚判の当初からの集中
審理，争点中心の証拠調べなどを実現させ

ていかなくてはなりません。現在，裁判員

制度の導入や刑事裁判の充実・迅速化に向

けて準備手続段階における争点整理の徹底,

連日的開廷を原則とする集中審理の実現の

ための訴訟手続の検討が行われているとこ

ろですが，現行法下においても適正迅速な

裁判の実現に向けて，事前準備や争点整理

への取組が重要な意義を持つものと考えら

れます。書記官による審理充実事務の実績
、7

と成果が従前にも増して問われていくこと

になるでしょう。

（7）裁判員制度の導入について

．佐藤企画調査部長

裁判員制度の導入について，平成15年3

月11日に司法制度改革推進本部から素案が

示されたところですが，同制度の下での書

記官事務の在り方,についてのお考えをお聞

かせください。

鹿子木第一課長

裁判員制度の下では，裁判員に実質的な

判断をしてもらえるよう分かり.やすい審理

を実現すること，裁判員の負担をできるだ
け抑えることの二つの視点から，準備手続

段階における争点整理の徹底，連日的開廷

を原則とする集中的な審理の実現などが不

可欠とされています。 ”

この点,、 3月11日に司法制度改革推進本

部事務局がまとめた「討議のたたき台」に

おいても「裁判員制度対象事件について･は，

裁判員の負担を軽減しつつ,実質的に裁判

に関与することができるよう，迅速で公か

りやすい審理が行われるように努めるもの

とする｡」「裁判員制度対象事件においては，

第1回公判期日前の準備手続を必要的なも

のとし，審理に要する見込み時間（日数）

を明らかにするものとする｡」「審理に2．日

以上を要する事件については，できる限り

連日開廷し，継綻して審理を行わなければ

ならないものとする｡」とさ･れています。

裁判員制度下における書記官事務の在り

方等については，なお今後の具体的な制度

設計などを踏まえて検討していく必要があ

る．と考えていますが，裁判員制度の枠組み

の中で書記官として一定の役割を担ってい
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くためには,ここでも(｢刑事裁判の充実。 ， とになりますが,今通常国会中に法が成立
迅速化を巡る最近の動向等について」の項 した場合には，平成16年4月1日に施行さ
＄目でも述べたように)，書記官の審理充実 れることが予想されます。
事務の実績と成果が問われることになると 移管までの作業予定としては，法成立後
言えるでしょう｡また，供述録取事務につ に人事訴訟規則案を検討し，それに対する
いては，従前どおりに關書を作成するこ.と 、各庁の意見も踏まえた上で今秋には，規則
では対応できない状況が見込まれます。例 、制定諮問委員会を開催する予定です。
えば，連日的開廷が行われると‘次回期日 一人訴移管の手続については，従前地裁で
である翌日までに,従来どおりの証人尋問 行われていた手読と基本的に変わるところ
調書等を作成することは，時間的に厳しいはほとんどないものですが,子の監護に関
ケースが想定されますし，裁判員に分かり する処分，財産分与といった附帯処分及び
やすい審理の在り方として，ビデオやバネ 親権者指定についてば，証拠調べを経た上
ル等による説明がなされた場合,これを記 で，なお,必要な場合に裁判官による審問
録するための方法は,従来どおりの手法で や家裁調査官による調査などの事実の詞査
は難しいといった問題も考えられるところ を柿ことができるようになると考えられ
です。この記録化については，例えば，参 ます｡従前と異なる部分の処理については，
審制を採用するドイツでは，簡単な要約調 追って，事務処理手順や書式等を示したい
書を作成しているにすぎず，スウェーデン と考えています。 ノ ’

では録音テープに記録されるだけで調書は X訴移管後の書記官事務で，従前の人訴
作成されていないと聞卜ています。 と異なる主な点は,次のとおりになると考
このような点を含め，今後，制度の具体 えられます。

的枠趨みが検討されることになります｡． ①検察官に対する期日の必要的な通知
（8）家裁への人訴移管・簡裁の事物管轄 制度の廃止

の拡大について ②裁判所が当事者の陳述を聴取する事
佐藤企画調査部長 実の調査期日の事前告知
家裁への人訴移管について，最高裁判所 ③事実の調査をした旨の事後告知
規則の整備等を含めて, ､その後の状況をお ④書記官による事実の調査要旨の記録
聞かせください。また，簡裁の事物管轄の 化

､拡大についても,平成15年4月施行の司法 ⑤事実の調査部分の原則開示,開示不
書士法などとも絡めてお話しください。 許可部分に対する即時抗告．
中村第二・第三課長 ⑥離婚及び離縁の訴えに関する訴訟に
〈人訴移管について） おける和解並びに請求の放棄及び認譜
人事訴訟の家裁移管を盛り込んだ「人事 ⑦戸籍遺灯
訴訟法案jは，本年3月4日に今通常国会 書記官事務につい‘ては，本年12月に行わ
に提出され'現在審議中です｡法が成立す れる高裁ブロック協議会や平成16年2月に
ると，公布の日からユ年以内に施行するこ 司研，書研及び鯛研による合同研究会の中
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で，この問題を取り扱うことを予定してい

ますが，家裁の書記官の中には，新民訴を

経験していない嘗記官もいるところなので，

民事立会の経験者を含めて勉強会等を開催

するなどして,準備を進めていっていただ

きたいと考えています。

鹿子木第一課長

（事物管轄について）

・簡裁の事物管轄の上限の見直しについて

は,司法制度改革審議会の意見を受け，司

法制度改革推進本部の司法アクセス検討会

における検討を経て， 「司法制度改革のた

めの裁判所法等の一部を改正する法律案」

として今通常国会に提出されました｡現在，
国会における審議が進められているところ

.です。

●司法アクセス検討会においては，第1に，

基本的には，経済指標の変化に現れている

経済社会や国民生活の変化に対応して’簡

裁の事物管轄の上限の引上げを行い，国民

の司法へのアクセスを拡充すべきであるこ

と，第2に，簡易な手続で迅速に紛争を解

決するという簡裁の特色が生かされる形で

簡易裁判所の機能の拡充を図るべきである

こと， との方向で意見が取りまとめられま

した。この意見を踏まえた検討の結果,簡

裁の事物管轄の上限額についでは140万円

に引き上げられることを内容とする改正法

案となりまじた｡

140万円に引き上げられた場合，現在，

地裁に提起されている民事訴訟事件のうち

約2万件程度の事件が簡裁の管轄に属する

ことになる､と見込まれ’その中には，不動

産訴訟事件やその他の複雑困難な事件も相

決する」という簡裁の特質が損なわれるこ

とのないよう，不動産所訟事件やその他の

複雑困難な事件は地裁に申立てがされるこ

とが必要であり， こうした観点から，地裁

と簡裁の役割,不動産訴訟の競合管轄制度，

簡裁から地裁への裁量移送の制度等につい

て，十分に国民に周知される必要があり，

各裁判所の受付窓口においても，当事者に

対して適切な説明とアドバイスを行う必要

があると考えています。

なお，この引上げにより，簡裁の事件数

が相当程度増加すると見込まれることから, ，

簡裁における事件処理体制の整備を具体的
に検討することとなりますが,実際の事件
動向や事件処理状況等を踏まえて,機動的

な人員配置を検討する必要があると考え.て

おり.，簡裁の持ち味である簡易な手続によ

る.迅速処理ができるよう必要な人的態勢を

検討していきたいと考えています。

また，本年4月から，司法書士に一定の

要件の下で簡裁における訴訟代理権等を付

与するための司法書士法の改正法が施行さ

れていますが，この点も，簡裁の機能充実

を図っていく上で，重要な改正と考えてい

ます。つまり，司法書士は，弁護士過疎地

域を含め全国に広く所在しているため，司

法書士に簡裁の訴訟代理権を付与すること

は，地域の司法環境を整備充実させるとと

もに，簡裁における弁謹士選任率の低さを

補うためにも宥用であろうと思われるから

です｡いずれにせよ， これまで，裁判手続

に直接関与していなかった司法書士が，簡

裁において訴訟代理人として関与すること

になったわけですので， このことが，簡裁

の民事訴訟手続の中でどのように生かされ,
また，どのような影響を及ぼしてくるかな
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’

どについて，今後，注目していく必要があ
ると考えています。

（9）家事及び少年事件の各書記官事務の
状況について

佐藤企画調査部長

家事事件では成年後見制度の運用状況等
を，少年事件では改正少年法施行後の運用

状況を踏まえて，書記官事務の在り方につ
いてお話しください。

林参事官

家事事件の処理においては,裁判官,書
記官，家裁調盗官等の職種が緊密な連携を
図りつつ，紛争解決に向けた潔識を共通の

ものとし，各職種が一体となって処理に当
たることが求められていますが，その前提
としては，それぞれの職種の特質に応じた

適切な役割分担が重要であると思います。
時に，成年後見事件のうち，今後も増加
することが予想される後見監督事件の処理

。 j

においては，後見監督の本来的な性質が成
年後見人の財産管理面蚕の権限の乱用や逸

件処理に取り祖ん

でいるところです。

、これら成年後見専

門斑（東京家裁，

札幌家裁）の実情

については，本年

卿 I 2月に，三研修所

、可 合同で「成年後見童戸

林参事官 事件処理膳おける
裁判官，書記官及び家裁調査官の協働，連

携の在り方｣をテーマとして実施された平
成14年度家事実務研究会‘･家事調査事務研
究会における研究討議結果の中でも詳しく
紹介されています｡この資料は4月9日付
けで,三研から各家裁あてに送付されてい

ますので,参考にしていただければと思い
ます。

改正少年法が施行されてから約2年が経
過しました。先般の少年法の改正は， .大き
く分けると，少年事件の処分等の在り方の

見直し，事実認定手続の一層の適正化，被
害者への配慮の充実の3本の柱からなって
い､ます。

このうち，事実認定手続の一層の適正化
について述べますと，裁定合議制度や検察
官関与決定，観護措置期間の延長等の手続
が新たに導入されたことに伴い，以前に比

べて書記官の関与め度合いも増しています
が,各庁において，適正に事務処理がなさ

れて･いると認識しているところです。「家
裁における書記官事務の指針（少年編)」

では，少年法改正後の手続についても盛り
込んでいますので，今後とも，各庁，各部
係の実情に応じて，指針.を柔戦に活用し，
更に創意と工夫を重ねていっていただきた
いと思います。
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脱をチェックするためのものであることか
らすれば;法律職である書記官がこれまで
蓄積してきた財産管理についての知識やノ

ウハウを活用して，成雫後見監督事件処理

の中心的な担い手となることが期得されて

います。例えば，第一次的には書記官が書

面照会等による財産管理面を中心とした審
査を行い，その過程で疑問が生じた場合に
初めて家裁調査官による面接調査や裁判官
による審問を行うなど， ･各職種の特長を生

かした具体的な監督事務の工夫が考えられ
ます。

ところで，東京家裁など成年後見事件の
申立件数が相当程度ある大規模庁において
は，成年後見専門変を創設して効率的な事Ｉ
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は,･当事者等から高い信頼を得てきました。

しかし，最近目立っている令状事務の過誤

などを見ると，基本的な事務処理を堅実に
？ 奇

行うことが軽んじられているのではないか
r

と懸念･しているところであり，今一度，書

記官事務の原点に立ち戻っていただきだい

と思っています。また，社会状況の変化に

より，当事者を始めとする国民の裁判所及

び裁判所職員に対する意識が厳しいものに

変わってきており，司法サービスを提供す

る機関としての認識と個々の書記官の執務

の在り方が組織としての裁判所全体の信頼

を左右するという意識を一層強く持つこと

が必要であり，当事者のニーズを的確に把

握するとともに，それに応じた分かりやす

く的確な説明を行うなど，より柔軟な対応

が求められていると思います。

側書記官の着実な職務執行について

佐藤企画調査部長 ・

新たな法制度が股けられたり.，法改正が

頻繁に行われていますが，このような状況
の中で，書記官として時代の要請に即応し
ていくために留意すべき点について'お話し

ください。

林参事官

′主要な立法や法改正については，裁判所

時報に法律案の段階で掲戦されますしj施

行段階では回覧等で周知されます。書記官

としては自分の担当している職務に関連し

た法律に変更がないかどうか，常にアンテ

夫を張っておくことが重要であり， また，

新たな立法や法改正がなされるからにはそ

の理由もあるわけですから，新たな立法や

法改正の理由や趣旨も押さえていただきた

いと思います。そうすることで,′時代が何

を要求しているのか，それに対して我々裁

判所職員はどのようにして応えなければな

らないのかが見,えてくるはずです。こうし

たことは，個々人が一人で考えるよりも，

部のミーティングなどを利用して，裁判官

や他の書記官等と話し合うこ・とで知識の理

解を深め，情報を共有していくことが効果

的ではないかと思います。さら1に，新たな

立法や法改正がなされると,､それに対応し

た規則の制定‘改正や通達の発出や改正な

どもなざれることが多いので，そちら．につ

いても見落とさないように留意していただ

きたいと思います。

他方で，このよう.に制度が激しく変わ.る

時期には，基本を踏ま.えた堅実な書記官事

務を行い，足下をしっかり固めることが肝

要であると思います。調書作成を始めとし

た公証事務を的確に行うことで我々書記官1
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書記官の給与上の諸問題について 」
（1）書記官全体の処遇について

佐藤企画調査部長

一司法制度改革の担い手として書記官が期

待される役割も踏まえて，書記官全体の処

遇についてお話しくださいb .

安浪給与課長

書記官の給与上の処遇については，従来

から書記官の法律専門職としての高度の専

門性，職務の複雑困難性を最大限主張して

その改善に努めてきたところですが，裁判
の充実・迅速化を求める司法制度改革審議

会の最終意見を踏まえ，その実現に向けて

の一連の制度改革を推進するためには，そ

の中心的な担い手であり，職責が著しく増

大している書記官について，より一層の処

遇改善を進める必要があると考えています。

K2) 級別定数の改定状況について
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I

佐藤企画調査部長 席書記官：下級裁179ポスト中48)。
平成15年度の級別定数，特に書記官の格 なお，このほかに首席家裁調査官につい
付け関係についてお聞かせください。 ても， 1の11級切上げが認められました。
安浪給与課長 イ10級関係
平成15年度予算における級別定数の改定 高裁次席書記官について2の切上げ
要求について,財政当局ば,月例給引下げ （前年度2）が認められました。行政省庁
改定とい･う人事院勧告の完全実施を受けて， におい.て， 10級は，高裁に相当する管区機
その分を級別定数改定で補てんするような 関では「重要な業務を所掌する部の長」に
ことになっては国民の理解が得られないと ついてのみ認められる高い格付けですから
して， また，深刻な財政事情と総入件費抑 裁判部門のナンバー2のポ･ストである高裁

・ '

制の立場から，級別定数改定もゼロ査定を 次席書記官について10級の切上げが認めら
、

基本に必要最小･限の改定に止めると， これ れたということは，書記官の職務が高く評
までになく強い姿勢で主張し，加えて，行 価された結果であり，大きな成果であると
政省庁の級別定数の切上げを厳しく抑制し 考えています。これで10級の下級裁次席書
た平成14年度予算においても，裁判所につ 記官は合計22となりました。
いては，異例とも言える定数切上げを認め ウ 9級関係

てきた経緯から，行政省庁並みに漁人件費 地裁総括主任書記官7 （前年度6），家
極力抑制の基本方針に協力すべきであると 裁次席書記官2 （前年度1）の切上げを実
強い調子で迫られたところです。 現することができ･ました。
このような厳しい情勢ではあり．ましたが， 両官職とも，厳しい折衝の結果，前年度
適正迅速な裁判の実現に向けての一連の制 実綴を上回る切上げを実現することができ，
度改革を実効的に推進し,定着させるため 書記職全体の官職評価の引上げという面か
には,これまで以上に職員に対して職務に らも大きな成果であると考えています。
応じた適正な処遇を行う必要があることを 以上の結果，下級裁次席書記官について
強く主張するとともに，昨年以上に重点を は， 124ポスト中100が9級以上に格付けら
絞って折衝に当たるなどの努力をした結果， れることになりました。
大きな成果を上げることができたと考えて なお，このほかに総括主任家裁閥査官に‘
います。特に， 10年連続での主任書記官の ついても1の切上げが認められました。
増潅や，平成10年度に実現して以来，地裁 エ 8級以下関係
総括主任書記官の9級切上げが6年続けて 財政当局は，総人件費極力抑制という基
認められたことは意義のあることと考えて 本方針に加えて,大量退職の影響によって
います。 ／ 裁判所の定数状況が大幅に好転しだいるこ
ア 11級関係 と革理由として,従前か‘ら8級以下の各級
平成ﾕ5年度は,地裁首席書記官l (前年 についての定数回収に対する姿勢は極めて
度ユ）及び家裁首席書記官1(前年度0） 厳しく，折衝は難航しましたが，司法制度
の各11級切上げが認められました（11級首 改革推進本部の設置等，裁判所に対する国
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民の期待がかってないほど大きく，こういっ

た惰勢の下で，裁判所の基幹官職である書

記官等の定数が回収される事態となれば,

裁判所に働く職員の士気を維持できない等

考え得るあらゆる理由付けを持ち出して折

衝を続けた結果，何とか定数回収を回避す

ることができたところ'です。

その他の官職‘､級について言いますと，

8級について3 （前年度4.)， 7級につい

| ‘蓄電…周上の請雨副そ
－－"二一－一－－－－ 一一－

1
． （1）書記官の任用政策について

佐藤企画調査部長

書記官の任用政策について，特に主任書

記官等のポストの増設についてお聞かせ．く

だ.さい。

坂井参事官

官職増設についての財政当局の姿勢は，

前述のとおり極めて厳しいものでした。主

任書記官ポストの増設要求にかかる折衝は，

本庁課長並みのポストを相当数増設するこ

とは総人件費極力抑制という基本方針に抵

触することから非常に難航しましたが，裁

判部門の充実強化を全面に押し出し，粘り｜

強く折衝に当たった結果， .平成15年度予算

では，前年度実績を大幅に上回る45（前年

度33.10か年度分で286）の増設を実現す

るという大きな成果を上げることができま

した。

』
■
。

－
‐
二
Ｌ

６
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△
Ｌ
５ て26 ．(前年度28)， 6級について19 （前年

度21）の切上げを実現しました｡、

オ官職増設関係

官職増設については，総人件費極力抑制

という基本方針に抵触するため，その折衝

は極めて難航しましたが，裁判部門の充実
←

強化を前面に押し出して，粘り強く折衝に

当たつ･た結果，大阪高裁及び東京地裁に次

席書記官各1 (いずれも§級格付け）を増

設することが認められましたq

また,主任書記官増設数については，本

年度ば前年度を大きく上回る45という大き

な成果を上げることができました。

、力定員振替関係′

速記官から書記官への定員振替に当たつ

ては，財政当局は，書記官の調整数や主任

書記官の俸給の特別調整額との関係で,対

当級で振り替え,ることは総人件費極力抑制

の基本方針に抵触するという理由から，一

定割合で切下げを行った上で級別定数のセッ

トを行うべきであると強く求めてきました

力$, これに対しては:適世迅速な裁判の実
現に向けての一連の制度改革を円滑に推進

するためには,定員振替に伴う級別定数の

し

主任書記官ポス

ドの増設について

は，適正迅速な裁

判の実現に向けて

裁判部の職員が十

Fー

洞

I

（

qL

．分に能力を発揮で

q"":聯構鮴きるような指導監
坂井参事官 いく必要性がより

強まっていますので，今後も引き続き主任

書記官の増設に向けての努力を続けていき

たいと考えています。

また，大規模地裁の大規模な部において

多くの部下職員を抱えて極めて重い職責を

担う主任書記官の給与格付けの改善を図る

ため,､財政当局と折衝を重ねた結果j平成

’
P

I

下
で
級

切
勢
当

げに'は一切応じられないと･いう強い姿

折衝を行った結果，前年度と同様，対

での振替が認められました。
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I

10年度予算で初めて9級切上げが認められ，

その後も同様に切上げが認められてきてい

ます。この切上げを受けて，これまでに，

東京地裁執行部等に8，大阪地裁執行部等

に4，横浜地裁，さいたま地裁, ，千葉地裁，

籍古屋地裁，福岡地裁，札幌地裁の執行部

等に各2，広島地裁に1の総括主任書記官

ポストの設置を行ってきています。

主任書記官9級切上げはシ書記官全体の

官職評価の引上げにもつながりますので， ．

引き続き努力を続けていきたいと考えてい

ます。ただ， 9級は，行政官庁では「困難

な業務を所掌する府県単位機関の長」につ

いてようやく格付けられる職務の級である

ため，その拡大.については，一定の限界が

あることは理解していただきたいと思いま

す。

（2）再任用の実施状況等について

佐藤企画調査部長

再任用の実施状況についてお話しくださ

い。また，書記官の他官庁への出向状況等

今年度の再任用者から任期の更新が可能

となりますが，今後，公的年金の満額支給

年齢の引上げが段階的に進むにつれて，再

任用希望者（任期の更新希望者を含む｡）

が増加し，それに伴って現在の勤務地以外

の場所での再任用を希望する者も増加して

いくことが予想されます。このため，再任

用者の任用配置に当たっては， ･他の地家裁

管内又は他の高裁管内での再任用を希望し

た者の勤務地の禰整や,再任用希望が小規

模庁に集中した場合の勤務地の調整， さら

には現役職員の異動ローテーションとの調

整等，種々困難な問題に直面するものと思

われますので，最高裁としても各高裁と緊

密な連挑を図りながら適切な対応を行って

いきたいと考えています。

なお，書記官の皆さんの定年退職後の雇

用については，再任用や臨時的任用といっ

た裁判所内の再雇用だけでなく，司法協会

や公証人役場の事務員，地方公共団体の相

談員等へのあっぜんにより再就職する場合

’
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についてもお聞かせください。

坂井参事官

（再任用の実施状況について）

裁判所においては，職務に対す.る意欲と

能力を有し，再任用を希望する職員につい

ては，定員及び(級別)定数の範囲内では

ありますが，原則として再任用する方向で

運用しています。本年4月に再任用された

者は102人（昨年度は111人）で，平成14

年度定年退職者（本年度再任用対象者）の

約41.3パーセ･ント （昨年度は40.8パーセン

ト）でした。このうち書記官（有資格者）

についてみると，約15パーセント （昨年度

Iま約36パーセント）の者が再任用されてい

ます。

もあり,.以上に述べた再任用以外に， この

ような法律専門職としての能力，経験を活

かした裁判所外への再読戦あっせんの充実

についても，引き続き一層の努力をしてい

きたいと考えていますb

（他官庁への出向状況等について）

他省庁への出向は，平成15年4月1日現

在， 12か所24人となっています。具体的な

出向先は次のと．おりです。

．①・衆議院（法務調査室） 1

．②参議院（法務調査室） 1

③裁判官訴追委員会 1

④弾劾裁判所2

⑤公害等調整委員会1

⑥公正取引委員会2
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I のエうに極めて限定された形ではあります

が，今回の運用により現場の負担感は多少

なりども改善されたのではないかと思って

おります｡‐

なお，書記官の育児休業に伴う任期付採

用等候補者の確保ができない場合には，事

務官の任期付採用等をすることが多いかと

思，われますが，事務官での任期付採用等に

つな.がる場合に限ってではありま･すけれど

も，産前・産後休暇の期間についても，事

務官の業務を処理するための要員を,言わ

ば事務補助要員として，賃金雇人の形で雇

い入れることについても，上記の臨時的任
用の運用後も従来どおり認められておりま

す。

ま．た，昨年4月1日から，育児休業の対

象となる子の年齢が3歳未満に引き上げら・

れるとともに，育児休業戦員の業務を処理

するため，育児休業期間を任用の‘限度とし

た任期付採用制度が新たに導入されました。

この改正は, ,男女共同参画社会の実現に向

けて，男女がともに家庭責任を担いつつ，

公務と育児が一層容易に両立できるように

するとの趣旨.に基づくものです。

育児休業を取得した書記官は，最近数年

間では，平成11年度が59人（うち男性職員

3人,,以下（ ）内は男性職員で内数)，

平成12年度が81人（1人)，平成13年度が

91人（5人)，昨年度が114人（7人）となっ

ており，そのうち臨時的任用又は任期付採

用を行ったものは，平成11年度が57人

（96.6％)，平成12年度が78人（96.3％),、

平戊13年度が85人（93.4％)，昨年度が98

人（86.0％） となっています。

このように育児休業取得に対する代替措

置としでの臨時的任用及び任期付採用は，

⑦．国税不服審判所（東京，関東信越，

大阪，名古屋,､広島） 6

③人事院 1

⑨金融庁2

⑩国土交通省（大阪航空局） 1

⑪預金保険機構2

⑫司法制度改革推進本部事務局 4

出向期間は出向先によって異なりますが，

通常は2年ないし3年となっています｡

他省庁等への出向は，裁判所以外の組織

を経験することによって視‘野が拡大し識見

･が高まるため，出向者自身の能力向上や専

門性･を深めるこ,とに資するところが大きく，

ひいては，それを組織に還元することによ

り，組織にとっても有用性が高い等のメリッ

トもあることを考慮に入れつつ，事件処理

に必要な書記官を確保することを前提に,

今後も出向先及び人数について検討してい

きたいと考えています。

（3）産前，産後，育児休暇制度における

代替要員の確保について

佐藤企画調査部長

産前・産後休暇，育児休暇制度における

代替要員の確保についてお聞かせください。‘

坂井参事官

昨年8月1日から，産前・産後の特別休

暇を取得している職員の所属庁に休職者や

年度途中の離職者があり， しかも特別休暇

中に復職や後補充が見込まれない場合に限っ

てのことではありま.すけれどもj産前・産

後の特別徐暇中の臨時的任用を行えること

としました。書記官で育休代替要員を確保

しようとずる場合，これまでは1産前・産後

の期間中の人的手当が全くできないため，

その期間は現場のやりくりでしのいでいた

だく以外方法はありませんでじたので， こ
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育児休業制度の定着とともに，極めて高率

で行われるようになっていますが，昨年度

の臨時的任用又は任期付採用98人の．うち，

書記官を任用できたのは22人（22.4％）に
止まっています。

そこで,今像もより一層,書記官の産前・

産後の特別休暇及び育児休業に伴う代替要

員の確保に努めていく必要があるものと考

､えています。 ､その方策としては， 1年以内

に定年退職，再任用終了, 自己都合退職等

が予定されている書記官有資格者に対し，

再任用の意向確認手統等の機会を利用して，

任期付採用等の希望の有無についてきめ細

かな情報収集を行ってきています。また，

「退職者カードjについても，退職者の退

職後の動向の把握にも努め，データを常に

最新のものに更新するなどして，代替要員

の確保に役立ててもらっています。

また，産前・産後.の特別休暇中の臨時的

任用者や任期付採用者の給与格付けについ

ても,育児休業に伴う臨時的任用と同様に，
再任用者よりも有利な俸給月額に決定でき

るような方式を採ることとし，任地面等で

折り合えば再任用希望者が産前，産後休暇

及び青休の代替要員として活躍してもらえ

る環境作りも行ってきています。

しかしながら，少量退職期で任期付採用

等の候補者を十分に確保することが困難な

状況は依然として続いていますし，女性書

記官数の増加等により育児休業取得者が今
J

後も増加することが見込まれます。そこで，

先に述べたような方策に加えて,昨年度と

同様,平成15年度においても，書記官に限っ

てではありますが，各高裁管内における育

児休業取得者数のうち，一定程度の数につ

いて正規職員である書記官で補充できる扱

いとしました｡これは, 1年間を通じて常

時相当数の書記官が育児休業を取得し，し
かも育休代替要員の確保が実際上困難であ

ることが見込まれたので，育児休業取得者

が急きょ職務復帰することとなった場合に

生じる支障や育休代替要員による補充の困

難性等を総合考慮して行ったものです。

’ 6書記官の研修等に関する藷間扉1

－－-二一｜L2ﾚ､で‐
（1）平成15年度の書記官研修の予定とそ

の内容につい､て

佐藤企画調査部長

平成15年度の替記官研修の予定とその内

容についてお聞かせください。

坂井参事官

ア書記官基礎研修〈基礎研）

平成15年度の基礎研は，書記官任用試験

(CP-55)合格者を対象として2回に分

けて実施します（第1回は4月8日～5月

26日，第2回は5月29日～7月14日)。

基礎研は， 1か月半程度の短い研修期間

で，民事，刑事，家事及び少年のすべての

科目を対象として実施していますが，研修

員が現実に担当する分野について＃より深

い実務知識及び技能を習得する必要性もあ

ります。そこで，従来からその要請に沿う

ように選択コース制の採用， 5時限授業の

実施， 3月の裁判事務修習実施, ミニ模擬

や模擬弁論・模擬公判の実施等の配慮をし
てきました。・

平成15年度は，民事科目について，新た

に「登記の見方｣， 「戸籍の見方」のカリキュ

ラムを導入するほか,『簡裁における書記官
事務の指針｣の内容を盛り込んだ授業を行っ

ています。刑事科目については，公判準備，

一

‐
‐
・
’
１
１
川
‐
Ｉ
：
‐
ｌ
ｌ
／
Ｉ
、

ノ

ー

’
’唾

《夢F

「

I
｜
,’
'’

'’
11

Ｉ

草
出
も
け
ｒ
Ｏ
Ｉ

Ｉ

e

l

Lg一■

■

■

Ｆ

Ｌ

Ｒ

Ⅱ

ｒ

Ｉ

０

Ｄ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

Ｂ

ｒ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｂ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

■

１

１

わ 一 一一一一

－
１
１
１

一ー

七一 、 生 一. "－



・ 一 ・ 弓一一二℃一一一 一一

０
日
■
０
日
■
■
０
日
■
■
■
■
■
０
■
■
ｇ
ｑ
Ｉ
Ｐ
１
画
■
９
■
可
ｌ
Ⅱ

’

１
１
１
１
１
Ｉ

－ －．－寺一一 F一一行一一‘ ロー－国－－言一一一一一

‐－－ --．UIl■IIlDIIII

特集／最高裁総務局・人事局との座談会27書協会報163号 ｛L

略式手続等の科目において，裁判官との協

働態勢の榊築,事前準備事務･期日間準備
事務，令状の点検，判決書の点検等の事務

についての指導を充実させ，その際,｢刑事

公判部における書記官事務の指針」及び

「簡裁における書記官事務の指針」の内容

を盛り込むこととしました。

： ′イ書記官総合研修（総研）

総研については，事務処理能力の向上に

重点を置いたものから，応用力や問題意識
をかん養し，中堅書記官として期待される
J

役割について自覚を促すと､いう職務意識の

向上を目指すものへと研修内容をシフ･トし

ていく,という基本方針を踏まえ， また，こ

れか･らの書記官には，公証事務の担い手と

しての役割を基本としつつ,、コートマ．ネ

ジャーとして審理の過程に積極的に関与し

ていくことが要請されていることにかんが

み，実施内容の見直しを行ってきたところ

です。

そのような観点から，実務科目において

は，実際の事件記録等を基に作成された演

習記録や事例問題を素材として，事件の受

理から終局までの手続的な流れを意識しつ
つ，審理段階に応じた実務上の問題点につ

き多角的に検討を行う内容とじています。

加えて，平成14年度は．,一本研修の参加者

に刑事実務未経験者が多いという実状にか

んがみ， 「刑事記録演習Jを実施しました。

これはジ従前の養成部等の記録演習のよう

な単に不適法，不相当事項の指摘，発見に

とどまらず，その原因やそのよ.うな処理が

事後の手続にもたらす影響及〔卜対処にも及’
ぶ内容とし，かつ，最新の通達等を盛り込

んだものにするなどの改善を行った上で実

施したものです。

P

平成15年度は，以上のほか，民事関係の

法改正が予想されるこ'とを踏まえて,｢当面

する民事事件の諸問題jをテーマとする購

義を予定しています。

ウ主任書記官等に対する研修

主任書記官等に対する研修としては，現

在,高裁委嘱研修で新任中間管理者研修を，

中央研修において中間管理者（裁判部）研

修を実施しています。

中間管理者(裁判部）研修は，中間管理

者として一定の経験を積んだ研修員に， よ

り高度のマネジメント能力を付与し，また，

管理職員としての視野を広げるという目的

から実施してきたも･のですが，平成15年度

も同様の目的で実施したいと考えています。

今年度は, 11月10日～14日， 12月1日～5

日，平成16年1月26日～30日の3回を予定

して.います。

工書記官実務研究会

平成15年度に実施を予定している研究会

は,｢民事実務（訴訟）研究会｣， 「民事実務

（倒産）研究会｣,:「刑事実務研究会」及び

「家事実務研究会」の4本であり，それぞ

れ，次のようなテーマを中心として実施す

る予定です。

②’民事実務研究会

民事実務研究会は，訴訟と倒産に分け，

前者は7月.8日～10日の日程で40人の参加
． 《

を，後者は平成16年2月4日～6日の日程

で60人の参加を予定じています。

なお,訴訟については，司法研修所が実

施する平成15年度民事実務研究会と一部合

同で実施し,｢裁判官と書記官との連携，協

働の充実のための方策について」.をテーマ

に，争点整理の充実及び過誤防止を取り上

げ,裁判官と研究討議を行う予定です。
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fr)刑事実務研究会

9月30日～10月2日の日程で40人の参加
を予定しています。内容については，裁判
官と書記官との連携1協働の在り方を主要
ﾃｰﾏとして,司法研修所と一部合同で実
施する予定です。

㈲家事実務研究会

平成16年2月17日~19日の自程で30人の
参加を予定しています｡内容については，
人事訴訟事件の家裁への移管を主要テーマ

として，司法研修所及び家庭裁判所調査官
研修所と一部合同で実施する予定です。
才書記官実務研究

「犯罪被害者等の保護のための諸制度に
関する書記官事務の実証的研究｣,をテーマ

に既に研究が開始されたところです。

具体的には,次の内容を取り､上げ,各庁
の実状を調査した上,.研究を行うことを予
定しています｡実務に直接役立つ実務研究
報告となるよう，研究員を指導していきた
へいと考えてい．ます。

①付添い，遮へい〕ビデオリンク･等の
証人に対する負担の軽減の措置

②被害者等による心情その他の意見の．
陳述

③傍聴,公判記録の閲覧･謄写

④民事上の争いについての刑事訴訟手
続における和解

（2）新設される裁判所職員総合研修所
（仮称）の進捗状況と今後の研修計
画について

佐藤企画調査部長

新設される裁判所職員総合研修所(仮称） ．
の進捗状況と今後の研修計画についてお聞
かせください。

安浪給与課長 ，

（進捗状況について）

裁判所職員総合研催所新営工事の進捗状
況については，平成14年4月に着工後， こ

れまで順調に工事が進行しており，現在は，
．各棟の躯体工事を実施している状況にあり
ます。現在のところ，予定ど・おり平成'6
年3月には完成する見込みです。

新研修所の組織，機構については,書記

官及び家裁溺査官の職務の専門性を高め，
職種相互間の連携を一層緊密にするという
研修所統合の目的に適合する組織，機構を

構築するという観点から，最高裁において，
平成16年度予算要求に向けて鋭意検討中で
す。

（今後の研修計画について） ・

新設される裁判所職員総合研修所(仮称）
は，現在の裁判所書記官研修所と家庭裁判
所調査官研修所を統合した研修所であるこ

、

とから，基本的な考え方としては，書記官，
事務官及び家裁調査官各職種の専門性を高
ある方向で研修の充実.発展を図るととも
に，各職種間の協働･連携をより一層深め
るという観点に立って研修計画を策定する
予定であり．，現在検討を進めているところ
です。 ．
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裁判事務処理システム,の導入状況及
ぴ今後の予定について

佳藤企画調査部長

民事及び刑事の各裁判事務処理システム

の導入庁の利用状況，今後の展開予定及び

その他の部門の開発構想について御説明く
ださい。

絹川制度調査室長

まず，民事裁判事務処理システムは，民
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事訴訟事件の事務処理を受付から終局，記

録の保存廃棄に至るまでトータルに管理し，

民事裁判事務処理全体を効率化，合理化し
ようとするものですが,･裁判所における基

幹システムとして，平成12年9月から宇都

宮地裁において本格稼働し，平成13年度に

さいたま地裁，大津地裁，岐阜地裁，岡山

地裁, 、長崎地裁,福島地裁，旭川地裁及び

高松地裁において稼働を開始し，平成14

年9月に京都地裁，金沢地裁及び秋田地裁

において；同年12月から平成15年3月にか

けて横浜地裁，広島地裁，熊本地裁，宮崎，

地裁，青森地裁，札幌地裁及び徳島地裁に

おいて，それぞれ稼働を開始し， こ・れまで

順調に運用されています。

平成15年度には8庁に導入する予定であ

り， ､平成15年9月から10月ころにかけて千

葉地裁,前橋地裁及び新潟地裁において，

平成16年．1月から2月ころにかけて神戸地

裁，津地裁，山口地裁，福岡地裁及び山形

地裁において,、それぞれ稼働を開始する予

定です。

裁，長崎地裁,"福島地裁及び旭川地裁にお

いて，同年12月から平成15年3月にかけて

前橋地裁，広島地裁，青森地裁，札幌地裁

及び松山地裁において，それぞれ稼働を開

始し， これまで順調に運用されています。

平成15年度には9庁に導入する予定であ

り，平成15年9月から10月ころにかけて富

山地裁，大分地裁，熊本地裁及び徳島地裁

において，平成16年1月から2月ころにか

けて横浜地裁，さいたま地裁，神戸地裁，

山口地裁及び山形地裁において，それぞれ

稼働を開始する予定です。

また，現在，特大規模庁である東京地裁

及び大阪地裁への導入を視野に入れたシス

テムの改修を進めており，改修後のシステ

ムが完成後，大阪地裁において運用検証を

行う予定です。

以上の庁に導入展開がなされた時点で，

民事裁判事務処理システムの導入庁は28

庁，刑事裁判事務処理システムの導入庁は

22庁とな弧少なくともいずれかのｼｽ沃
、 〆 ・

ムが導入されている庁は，全国の地裁本庁

の6割を超える32庁となります｡、

なお，平成14年秋ころから急激なレスポ

ンス低下の状況が発生していましたが，現

在は，安定的な状況になっています。

具体的には，全国展開をにらんだセンター

サーバへの対策として， メモリーやハード

ディスク等を増強したほ’か， 3台のサーバ

間で負荷を分散させるなどの措置を講じた

ほか，これまでにデータベースサイズを縮

小する措置を鱗じました｡サーバ増強後は，

サーバ上処理待ちのログは1件も検出され

ておらず，安定的な稼働状況にあります。

民裁システムについては， レスポンスが

極端に低下する症状は既に解消した上で，
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次に，刑事裁判

事務処理システム

は；公判請求事件

を始めとする刑事

事件全般（いわゆ

るエ般令択請求事

件を除く｡）の．事

務処理を，受付か
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絹川制度調査室長 ら終局に至るまで

トータルに管理し，刑事裁判事務処理全体

を効率化，省力化し，適正さの維持を確保

しようとするものですが，平成13年10月か

ら名古屋地裁において本格稼働し，平成

14年9月に宇都宮地裁，京都地裁，岐阜地
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例えば,宇都宮地裁や岡山地裁においては，

事件情報や期日情報の参照に要する時間が

導入時の約3分の1以下,事件情報や期日

情報の登録に要する時間が約半分以下になっ

ており，さいたま地裁でもほぼ同様の所要
時間です。

また,刑裁システムについて,現状では，

民裁システムのレスポンス状況とほぼ同程

度であり，例えば，名古屋地裁において,

今年3月時点で分単位の時間を要していた

全文検索についても, 20秒程度以下に短縮
されています。

その他の部門の開発構想については,簡
裁民事のプログ･ラムの開発を進めていくと

ともに，家庭裁判所の裁判事務全体のシス

テム化についても,長期的に検討を進めて

いきたい．と考えています。

（2） インターネットを利用した裁判所の

・各種手続のオンライン化の検討状況に
ついて

I ，

佐藤企画調査部長

インターネットを．利用した裁判所の各種

手続のオンライン化の検討状況についてお

聞かせください。

、絹川制度調査室長

裁判所の各種裁判手続のオンライン化に

ついては，司法制度改革審議会の意見書に

ンターネットによる訴訟関係書類の提出

交換などについても検討すべきである｡」

とされているところであり，それを受けて，

平成14年3月20日に最高裁判所が公表した

司法制度改革推進計画要綱の中でも,｢裁判

所へのアクセスの拡充」の中の「裁判所の

利便性の向上jにおいて,｢裁判所の訴訟手

続，事務処理，情報提供などの各側面での

情報通信技術(IT)の積極的導入を推進す

る計画を策定・公表するための所要の措置

とを講ずる｡」としています。一方で,政

府が計画を進めているいわゆるβ-Japan.重
点計画においても，オンライ亥申請が可能

な府省の拡大，可能な手続数の増大が顕著

になっていることがうかがわれ，着実に進

展していることから， これらの動向も踏ま

えながら，平成14年度以‘降，裁判所におけ

るインターネヅトを利用した各種裁判手続

のオンライン化の準備を行っているところ
で.す。

具体的な:オンライン化に関しては，近‘時

におけるITの発展，特にインターネット

の目覚ましい普及にかんがみれば,民事訴
訟手続におけるオンラ:イン化の要請が極め

．て高いものと思われます。最高裁判所とじ

ても，インターネツトを利用した各種裁判
◆ 0

手続のオンライン化に向けて，その基盤と

なる汎用受付等システムと認証局システム

を昨年度開発し,現在,今年度中の運用開
始に向けで，必要な準備を進めているとこ

ろです。

ところで，今，お話しした汎用受付等シ

ステムとは，オンライン申請を行う利用者
に対して， インターネットのホームページ

を通じてjオンライン化される手続につい

ての統一的な窓口機能を提供するシステム
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おいて,｢現在の情報通信技術(IT)の発展

は目覚ましく，手続の効率化，迅速化及び

利用者に対するサービスの増大という見地

から，訴訟手続等におけ‘る情報通信技術の

積極的利用を一層推進する必要がある。こ

のため，裁判所の訴訟手続,事務処理，情

報提供などの各側面において，データベー

ス, インターネット等の情報通信技術を更

に積極的に導入し,活漁すべきであり， イ
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であり，電子的に文書を提出する場合の

フォーム始めとじて,睡堕jこは,D
q 】

●との連携医 】
【 Zの連携もこのシステムで行
うことを考えています｡．

一方,副証局システムとは，裁判所の職

員の官騨を認証し，職員が発する爵子文書

に添付されでその官職を証明する電子証明

書の発行等を‘行うものです。

裁判所におけるオンライン化については，

手続の大部分が申立側，相手側，裁判所と

いう三面構造から成り立っており，行政府

省のような申請者との間の文書のやり取り

といった二面構造に比して内容的にも複雑

であり，電子的に提出された文書の送達を

どうするかとい･う問題‘手数料の納付に関

わる諸問題，訴訟記録との関係をど?う整理

するかといった問題など,裁判所特有の様々

続全体の在り方及びそれに応じた裁判所内

の事務処理の在り方といった検討を行う必

要があり，民事訴訟手続全体のオンライン

化の在り方の検討を十分に行った上で進め

ることが適当であると考えています。

民事訴訟手競以外のオンライン化につい

ても，利用者に対するサービス向上や事務
（

の効率化等の観点から，適当･と考えられる

も.のについては，オンライン化を図ってい

きたいと考えております。 ．

なお，支払督促手続についてはj･書面の

みで審理する手続であり，手続全体がオン

ライン化になじむ手続であることから，昨

年に業務分析を行い，今年度からシステム

開発に入って，平成17年度中に受付から発

付までトータルにオンライン化することを

予定しています｡

（3）惰報化事務担当者の態勢の充実につ
いて
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な問題が数多くあることから，今後，技術

面や制度面など多角的な検討を行っていく
ゾ

必要があります。

具体的には，民事訴訟手続の一部を，平

成15年度からオンライン化する方向で検討

しています。それに必要となる法改正につ

も'ては，法制審議会において，現在，督促

手競以外の民事訴訟手続等の申立て等に関
するオンライン化に関す･る法的手当てにつ

いては，どのように考えるかという論点が

掲げられ，検討されてい･るところです。
も．っとも，民事所訟手続の最も代表的な

文書である訴状については，手数料の納付

の問題，送達を要する文書であるという問

題があるほか,訴訟を開始させる訴訟手続
上最も重大鞍効果を生じさせる文書であり，
こ.”争討ノニノ、，刀し,f､』と坐，÷垂巨審=ご窒疋＝jオンライ ン化のためには 民事訴訟手

、 佐藤企画調査部長

情報化事務担当者の態勢(研修を含む｡）

と今後の方針についてお聞かせください。
絹川制度調査室長

ア態勢確立の経緯

・平成12年4月から’高･地裁を中心とし

て, OAサポート態勢を確立し, OAサポー

トを職務として担当する職員(OAサポー

ト事務担当者)を配置するこ.ととしました｡

〃このようなOAサポート態勢を確立させ

るに至った背景としては，パソコンの利用

を前提とするシステムの開発･導入の進展

やパソコンの配布台数とトラブルの増加，

自庁研修の充実の必要性が挙げられます。

このような背景を踏まえ,､システムやネッ

トワ－クの利用についてのサポート，パソ

コンのトラブルへの対応，自庁研修への協
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力を職務として行う職員を‘システムが導入

される庁を中心としで配瞳しウサボート事

務を業務の対象として取り込む必要がある

と考え陽れたところです。

このようなシステム等の導入は，単なる

事務の自動化ではなく，事務改善の一環と

して，事務処理の効率化，簡素化を図るこ

とを目的とする「情報化」を目指したもの

であることは言うまでもありません。

なお， この度，情報化に関する事務を担

当とする趣旨をより明確にするため，名称

を「情報化事務担当者」に変更したところ

です。もっとも，今回の患称変更により，
現行の戦務自体の内容を変えるものではあ

りまぜん。、

イ情報化事務の内容

情報化事務担当者が担当する事務につい

でですが，まず，業務の対象は，第1に，

期日進行管理プログラム及び裁判事務処理

システム，第2に，部内LAN(LANを織

成するパソコン等の機識含む｡),第3に，
訟廷事務室に導入されたJ･NET端末等と

。 、

なっています｡。

次に，業務の内容としては，第iに,技
術的な情報伝達の窓口として,，総務局制度

調査室から提供された情報の書記官室等へ

の伝達及U洛書記官室等から出された期日

進行管理プログラム等に関する意見，要望

等の伝達，第2に，機器，ネットワーク，

期日進行管理プログラム等のトラブル対応，

第3に,.､自庁における情報化に関する研修

への協力となります。

総務局以外の局課が開発し，展開じてい

るシステム等については，それぞれの局課

が直接サポートする形を取､っているため，

今述べた情報化事務担当者の職務の中には

入りません。このようなシステム等につい

ては,各庁において，直接当該システム等

を利用している部署から適宜担当局課との

連絡閥整を図っていただいております。
なお，業務内容の第2及び第3について

は，従前は各庁の実情に応じて行うものと

していましたが,高裁及び地裁においては．，
』 ．

情報化事務の定着状況にかんがみ，各庁の

態勢が整い次第，それらについても情報化

事務担当者の中心的な業務としております。
、 ℃ 、 l

ウ情報処理研修の実施

情報化事務担当者に対しては，前述の事

務を処理するために必要な知識・技能を修、

得してもらうために,‘ ‘書記官研修所におい

で実施する情報処理研修に参加してもらう

こととしています。
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平成14年度も前年度と同様に， 3回に分

けて実施しました。第2回目の研修は，情

報化事務担当者のみを対象とし, より実践

的な知識及び技能を付与し，職場の情報化

の促進に資することを目的とじて実施しま

した。特に， 自庁研修の企画等に必要とな

る知識を修得で.きるようにカリキュラムを

工夫したところです。また，第3回目は，

前年度に引き続き家裁所属の職員を対象と

した研修を実施しましたが， これは，家裁

に情報化事務担当者を配置することとした
'ことによるものです。 、

今年度の研修の実施に当たっては， より

実践的な内容とするとともに,研修員のニー

ズに合わせたカリキュジムになるよう工夫
しているところです。

・ 工情報化事務担当者の態勢の評価と

今後の課題

’ 情報化事務担当者が配置されている庁に

れ, また，迅速なトラブル対応により，機

器の復旧等が速やかに行われるようになり，

それに対応して制度調査室によるサポート

も容易に行われ，かつ，短時間で終了する

ようにな;ってきています。

今後については，家裁における情報化事

務担当者の態勢の定着化を図ることが重要

な課題であるとともに，情報化事務担当者

の態勢の在り方について，各庁における運
0 ・

用状況等も見ながら，制度調査室署中心に

検討を進めていきたいと考えています。

佐藤企画調査部長

ありがとうございました。質問事項につ

いてすべてお答えいただきましたので，進
、 1

行役を降ろさせていただきます。どうもあ

りがとうございました｡

鳥路総務部長

以上をもちまして，座談会を終了させて

いただきます。閉会に当たり，志村会長か

句
』
ｒ
Ｌ

Ｉ
ロ

I ついては，サポー.ﾄ態勢は確実に機能して

'いると考えていま談。 ′
、 ・ ・

それ以外の庁,についても→，情報化事務担

当者の知識や技能が情報処理研修等を通じ

て向上したことにより；制度調査室と情報

事務担当者配置庁との間における技術的な

情報についてのや'り取りがスムーズに行わ

らごあいさつを申し上げます｡

志村会長

本日は，お忙しい中を長時間にわたり大

変有意義なお話を伺わせていただきまして，

誠にありがとうございました。

この結果につきまじては，早速会報を通

じて広く全国の会員に伝えますとともに，
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１
１ 全国書協といたしまして･も．，本日のお話を

念頭に置いて活動を続けてまいりたいと考、

えますので，今後ともよろしくお願い申し

上げます。

本日は，大変ありがとう､ございました。
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